
研究関連諸制度ガイドブック 2024 年度 訂正表（P21） 

ページ 該当箇所 訂正前 訂正後 

P21 （5）宣教師研究期間 宣教師が、3 任期終了後に６か月を限度に宣教師研
究期間を取得することができる制度です。 

宣教師が、２任期終了後（無期労働契約へ転換した宣
教師は 10 年ごと）に１カ年を限度に宣教師研究期間
を取得することができる制度です。 




